
証券コード 7219
2025年11月10日

（電子提供措置の開始日2025年10月31日）

株 主 各 位

静 岡 県 富 士 宮 市 上 井 出 2266 番 地

株 式 会 社 エ ッ チ ・ ケ ー ・ エ ス

代表取締役社長 水口 大輔

第52期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
さて、当社第52期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第52期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し
ております。

当社ウェブサイト https://www.hks-global.com/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」を選択いた
だき、ご確認ください。）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エッ
チ・ケー・エス」または「コード」に当社証券コード「7219」を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招
集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない株主の皆様におかれましては、書面またはインターネッ
トにより議決権行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載
の株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁から４頁までの「議決権行使方法のご案内」
に従って、2025年11月26日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使いただきたく
お願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2025年11月27日（木曜日）午前10時
（受付開始予定：午前９時30分）

２．場 所 静岡県富士宮市北山7181番地
当社本社工場４号棟３階会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
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３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第52期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第52期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役３名選任の件

第３号議案 補欠取締役１名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

４．その他招集にあたっての決定事項
（1）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する

場合に限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。
（2）議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をさ

れたものとして取り扱わせていただきます。
（3）インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネ

ットによる議決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。なお、
インターネットによる方法で複数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を
有効な行使として取り扱わせていただきます。

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申し上げます。

◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセス
のうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただい
た株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会においては、
書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお
送りいたします。なお電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令
および定款第17条第２項の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりませ
ん。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査
人が監査した書類の一部であります。

・業務の適正を確保するための体制
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内
容を掲載させていただきます。
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議決権行使方法のご案内

書面またはインターネットにより議決権を行使される場合

書面（郵送）にて行使される場合

行使期限 2025年11月26日(水曜日)午後５時30分到着分まで有効

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに

到着するようご返送ください。

※郵送による議決権の行使において、議案に賛否の記載がなかった場合には、賛成

の意思表示がされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットで議決権を行使される場合

行使期限 2025年11月26日(水曜日)午後５時30分まで

パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスし

(https://evote.tr.mufg.jp/)、同封の議決権行使書用紙に記載され

た「ログインID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面

の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

※スマートフォンをご利用の株主様

スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要

です。

株主総会にご出席の場合

株主総会日時 2025年11月27日(木曜日)午前10時開催

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会当日は、第52期定時株主総会招集ご通知(本書)をお持ちく

ださい。
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0120-173-027

議決権行使ウェブサイト

1.議決権行使ウェブサイトにアクセスする

2.お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に

記載された「ログインID」および

｢仮パスワード」を入力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

https://evote.tr.mufg.jp/

【議決権行使サイトの操作方法に
関するお問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（通話料無料、受付時間：午前９時～午後９時）

ご注意事項
■インターネットより議決権を行使される場合は、郵送による

お手続きは不要です。
■郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場
合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として
取り扱わせていただきます。

■インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされ
た場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効として取
り扱わせていただきます。

「ログイン」をクリック

スマートフォンの場合
QRコードを読み取る方法

ログインID・仮パスワードを入力する方法

1.QRコードを読み取る

議決権行使書副票（右側）

2.画面の案内に従って賛否をご入力ください

「ログイン用
QRコード」はこちら▼

「ログイン用
QRコード」はこちら▼

■スマートフォンでの議決権行使は、「ロ

グインID」「仮パスワード」の入力が不

要です。

■同封の議決権行使書副票（右側）に記

載された「ログイン用QRコード」を読

み取りいただくことで、ログインいた

だけます。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行

使ウェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますよう

お願いいたします。

議決権行使期限 2025年11月26日(水曜日)午後５時30分まで
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、

配当金につきましては、継続的な安定配当を基本とし、業績および配当性向等を総

合的に勘案して決定しております。

上記の方針に基づき、第52期の期末配当につきましては、以下のとおりといたし

たいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金65円 総額 91,968,500 円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年11月28日
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第２号議案 取締役３名選任の件

取締役 天野健太郎、長谷川和代、木本慎也の各氏は、本総会終結の時をもって任

期満了となりますので、取締役３名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号
氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 数

１
天
あま

野
の

健 太 郎
けん た ろう

(1973年６月29日)

1997年４月 当社入社

400株

2017年３月 当社製造部長（現任）

2022年10月 当社資材管理部長（現任）

2023年11月 当社取締役（現任）

2023年12月 HKS-IT Co.,Ltd.(現HKS(THAILAND)CO.,LTD.)

取締役社長（現任）

２
長 谷
は せ

川
がわ

和 代
かず よ

(1978年２月19日)

2016年１月 当社入社

17,960株2018年９月 当社社長室長（現任）

2023年11月 当社取締役（現任）

３
木
き

本
もと

慎
しん

也
や

(1970年７月３日)

1994年４月 当社入社

400株
2023年９月 当社管理部長（現任）

2023年10月 当社財務部長（現任）

2023年11月 当社取締役（現任）

（注）１.取締役候補者 長谷川和代氏と当社との間には、土地の賃貸関係があります。

２.その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３.天野健太郎氏は、長年にわたり当社の製造部門および購買部門に所属し、製造・購買業務に
おいて豊富な経験を積むとともに、その発展に大きく寄与してまいりました。また、タイ国
内の製造工程の運営については、現地子会社の取締役社長として横断的に業務を遂行してお
ります。2023年11月からは当社取締役として、重要な業務執行に関する経験を有しており、
引き続きその役割を十分に果たしていただけるものと期待し、取締役候補者として選任する
ものであります。

４.長谷川和代氏は、当社社長室長として経営および管理業務に携わり、会社全体の経営・管理
業務の推進に大きく寄与してまいりました。2023年11月からは取締役として社長室長を兼任
し、内部統制に関する専門的知識を有するとともに、当社経営に係る重要な業務執行に関す
る経験を有しております。これらの経験と知見を踏まえ、引き続きその役割を十分に果たし
ていただけるものと期待し、取締役候補者として選任するものであります。

５.木本慎也氏は、長年にわたり当社の製造部門、購買部門および管理部門に所属し、製造・購

買・管理業務において豊富な経験を積むとともに、その業績に大きく寄与してまいりました。

2023年11月からは取締役として管理部門および財務部門の業務に携わり、幅広い経験と知識

を有しております。これらの経験を踏まえ、当社経営に係る重要な業務執行に引き続き貢献

いただけるものと期待し、取締役候補者として選任するものであります。

６.当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に

関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの

ある損害を当該保険契約により補填することとしております。本議案が承認された場合、各

氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容

での更新を予定しております。
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(ご参考）株主総会後の取締役・監査役のスキルマトリックス

※各人の有するスキル等のうち主なもの最大4つに『●』印をつけています。

経営 業界知識
技術/研究

開発
営業販売 国際経験

法務・リ
スクマネ
ジメント

財務・会計

水 口 大 輔

（代表取締役社長）
● ● ● ●

坂 詰 達 也

( 取 締 役）
● ● ● ●

天 野 健 太 郎

（取 締 役）
● ● ●

長 谷 川 和 代

（取 締 役）
● ● ●

木 本 慎 也

（取 締 役）
● ● ●

車 田 聡

(社外取締役）
● ● ● ●

植 松 敏 光

(社外常勤監査役)
● ● ●

河 野 誠

(社外監査役）
● ●

塩 川 修 治

(社外監査役）
● ● ●
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第３号議案 補欠取締役１名選任の件

法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の

社外取締役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、取締役会の決議によりその
選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本決議の効力は次期定時株主総会開始の時までといたします。
補欠取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 数

北
きた

根
ね

幸
ゆき

道
みち

(1941年１月17日)

1963年４月 新三菱重工業株式会社（現 三菱自動車工業株式

会社）入社

400株

1997年６月 同社取締役乗用車開発本部副本部長

1998年６月 米国三菱自動車株式会社取締役社長

2000年６月 株式会社ラリーアート代表取締役社長

2010年11月 当社常勤監査役

2018年11月 当社社外取締役

（注）１.北根幸道氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.北根幸道氏は、補欠の社外取締役候補者であります。同氏を補欠の社外取締役候補者とした

理由および期待される役割は、長年にわたり自動車メーカーの経営に関与された豊富な経験

と見識をお持ちであり、また、当社監査役を2010年より８年間、当社社外取締役を2018年よ

り４年間勤めていただき、当社事業および当社組織を熟知されていることにより、取締役と

して会社の経営陣の一翼を担いつつ、社外の立場から、経営上の意思決定および業務執行に

ついての監督を行っていただけるものと判断したためであります。

３.北根幸道氏が社外取締役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度

額といたします。

４.当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に

関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの

ある損害を当該保険契約により補填することとしております。北根幸道氏が就任された場合、

同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

５.当社は、北根幸道氏が取締役に就任した場合、東京証券取引所に対して、同氏を独立役員と

して届け出る予定であります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の社外

監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締
役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 数

渡
わた

邉
なべ

彰
あき

文
ふみ

(1949年２月14日)

1984年８月 当社入社

―2008年11月 当社常勤監査役

2010年11月 当社常勤監査役退任

（注）１.渡邉彰文氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.渡邉彰文氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は、過去10年間に当社の特定関係

事業者の役員または使用人であったことはありません。

３.渡邉彰文氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、過去に会社経営に関与されたことはあ

りませんが、当社在籍時に内部監査室にて、長年にわたり財務状況や業務状況の調査・分析

を行っており、退職後は当社常勤監査役を務めていただいた経験を、当社の監査体制に活か

していただけるものと判断したためであります。

４.渡邉彰文氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度

額といたします。

５.当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に

関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの

ある損害を当該保険契約により補填することとしております。渡邉彰文氏が就任された場合、

同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

６.当社は、渡邉彰文氏が監査役に就任した場合、東京証券取引所に対して、同氏を独立役員と

して届け出る予定であります。

以 上
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事業報告

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により、緩や

かな景気の回復が続きましたが、足もとでは製造業の一部に米国関税の引き上

げによる輸出採算悪化の影響がみられました。今後の先行きについては、各国

の通商政策等の影響を受けて海外経済が減速し、わが国企業の収益等も下押し

されるもとで、緩和的な金融環境などが下支え要因として作用するものの、成

長ペースは鈍化するとみられています。

海外経済は、景気持ち直しのペースが緩やかとなり、一部の地域では景気の

足踏みがみられました。米国経済は、景気の拡大が緩やかとなるなかで、関税

率の引き上げにともなう駆け込み需要の反動の影響等がみられました。中国経

済は、各種政策の効果がみられたものの、米国関税引き上げの影響や不動産市

場の調整等により、景気は足踏み状態となりました。英国経済は、緩やかな回

復が続いておりますが、高い金利水準の継続にともなう下振れリスクに留意す

る必要があります。タイ経済は、観光産業などの非製造業を中心に持ち直しの

動きがありましたが、各国の通商政策の影響を受けた輸出の鈍化もあり、総じ

てみれば緩やかな回復にとどまりました。

このようななか、当社主力であるアフターマーケット事業におきましては、

国内販路における需要が堅調に推移したことに加え、海外販路でも、当社が販

売拠点を置く中国、タイ等における現地セルアウトが増えたこと等から、売上

高は国内・海外ともに前期を上回りました。しかしながら、アフターマーケッ

ト以外の分野において、製造受託事業の一部で委託企業の在庫調整等にともな

う受注減の影響を受けたこと等から、売上高全体では前期を下回り、当連結会

計年度における連結売上高は8,976百万円（前期比0.3％減）となりました。
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損益面では、円安の進行により、外貨建て売上高の円換算値での増加が売上

総利益を押し上げた部分はありましたが、物価高による原材料や消耗品等の仕

入コストの増加に加え、賃上げの影響等もあり、売上総利益率は40.3％と前期

を0.3ポイント下回りました。また、販売費及び一般管理費では、主として米国

向け関税の影響で販売運送費が前期比で大きく増加したほか、昇給にともなう

人件費の増加等がありましたが、減価償却費や広告宣伝費等の減少により、販

売費及び一般管理費全体では前期比11百万円の減少となりました。以上のこと

から、営業利益は394百万円（前期比5.5％減）となりました。

また、経常利益は457百万円（前期比4.1％減）、親会社株主に帰属する当期純

利益は、特別利益において製品補償引当金戻入益57百万円等を計上したこと等

により361百万円（前期比3.9％増）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資額は479百万円であ

り、その主なものは、当社および日生工業株式会社における自動車部品の加

工・試験設備の取得によるものであります。なお、その所要資金は自己資金お

よび銀行借入でまかなっております。
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③ 資金調達の状況

当連結会計年度において設備投資に必要な資金、その他所要資金は銀行借入

および手許資金によって充当しております。また、当連結会計年度において募

集株式発行および社債発行等の資金調達は行っておりません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

(2) 財産および損益の状況

項 目
第 49 期

2022年８月期
第 50 期

2023年８月期
第 51 期

2024年８月期
第 52 期

2025年８月期

売 上 高 (百万円) 8,629 9,241 9,004 8,976

経 常 利 益 (百万円) 720 725 476 457

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 496 451 347 361

１株当たり当期純利益 （円） 350.65 318.78 245.77 255.45

純 資 産 (百万円) 9,520 9,990 10,318 10,650

１株当たり純資産額 （円） 6,717.44 7,040.05 7,292.61 7,527.68

総 資 産 (百万円) 13,091 13,345 13,340 13,233

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）により算出し
ております。
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(3) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

HKS EUROPE LIMITED
千英ポンド

573
100.0 自 動 車 関 連 部 品 の 販 売

HKS(THAILAND)CO.,LTD.
千タイバーツ

128,000
100.0 自 動 車 関 連 部 品 の 製 造 ・ 販 売

艾馳楷時(上海)汽車科技有限
公司

千円
30,000

100.0 自 動 車 関 連 部 品 の 開 発 ・ 販 売

HKS USA, INC.
千米ドル

300
100.0

広報・サービス・マーケティング
自 動 車 部 品 の 開 発

日生工業株式会社
千円

99,000
100.0 自 動 車 関 連 部 品 の 加 工

株式会社エッチ・ケー・エス
テクニカルファクトリー

千円
40,000

100.0 自 動 車 関 連 部 品 の 販 売

(注) HKS-IT Co.,Ltd.は、2025年１月よりHKS(THAILAND)CO.,LTD.に社名変更しております。
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(4) 対処すべき課題

当社は、継続的な成長を目指すため、対処すべき課題（経営目標）を以下のと

おり設けており、その実現のための各種施策を展開してまいります。

① 新たな評価制度を通じ、従業員が自身を見つめ、さらなる成長を目指すため

の施策を進めます。ＨＫＳフィロソフィー、ミッション、ビジョンおよびバ

リューを全社に浸透させ、全社方針を共有、「皆で創る」を体現します。ま

た、従業員がお互いに学び合い、教え合う環境を形成し、皆で成長する文化

を醸成してまいります。

② 品質目標においては、お客様の要求を製品開発に反映させるための各種手法

を導入、実践していくことで、さらなる顧客品質の向上を図るとともに、お

客様を不安にさせない、不満を作らないための取組みを、より一層進めてま

いります。

③ 新規市場の開拓においては、新たなグローバル市場を模索し、新規販路の開

拓を進めるとともに、サスペンションやマフラー、エンジン、過給制御部品

等、内製部品を中心にコスト戦略の強化を図り、競争力を高めてまいります。

④ ブランド戦略においては、当社の工場を世界中の車好きの皆様にみていただ

き、Ｍａｄｅ ｉｎ Ｆｕｊｉｎｏｍｉｙａで、ＨＫＳファンを増やす取組

みを進めてまいります。マフラーはハイエンド展開とエントリーゾーンのす

み分けを明確化し、４ＷＤ車展開は国内外の仕向け地別にパッケージ商材を

展開して認知度を高めてまいります。また、子会社の日生工業株式会社と連

携し、旧車部品への展開をさらに推し進めてまいります。新たなレースカテ

ゴリーにも挑戦し、新たな業界に対し、ＨＫＳブランドの認知を図ってまい

ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご指導を賜りますよ

うお願い申し上げます。
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(5) 主要な事業内容（2025年８月31日現在）

当社グループは、アフターマーケット向け自動車部品の製造・販売および軽量

小型エンジン部品等の販売を行っております。

主要な品目は、次のとおりであります。

区 分 主 要 品 目

自 動 車 部 品
マフラー、電子関連製品、ターボ関連製品、サスペンション関連製品、
用品関連製品、エンジン関連製品、ＮＧＶ関連製品等

軽 量 小 型 エ ン ジ ン 軽量小型飛行機用エンジン部品

(6) 主要な営業所および工場（2025年８月31日現在）

当社

本社：静岡県富士宮市上井出2266番地

工場：本社工場（富士宮市）、富士宮工場

営業所：東京（埼玉県戸田市）、名古屋、大阪（箕面市）

サービスセンター：テクニカルファクトリー札幌

HKS EUROPE LIMITED 英国ケンブリッジシャー州

HKS(THAILAND)CO.,LTD. タイ国サムットプラカーン県

艾馳楷時(上海)汽車科技有限公司 中国上海市

HKS USA,INC. 米国アリゾナ州

日生工業株式会社 埼玉県児玉郡美里町

株式会社エッチ・ケー・エス
テクニカルファクトリー

埼玉県戸田市

(注) HKS-IT Co.,Ltd.は、2025年１月よりHKS(THAILAND)CO.,LTD.に社名変更しております。
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(7) 使用人の状況（2025年８月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数（名） 前連結会計年度末比増減（名）

383（34） △１（△４）

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよびアルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載

しております。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 （名） 前 期 末 比 増 減 （名） 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

263（25） △４（△３） 42歳６ヶ月 18年２ヶ月

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよびアルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載

しております。

(8) 主要な借入先の状況（2025年８月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 静 岡 銀 行 365百万円

株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行 100百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 15百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の状況

(1) 株式の状況（2025年８月31日現在）

① 発行可能株式総数 6,400,000株

② 発行済株式の総数 1,600,000株（自己株式185,100株を含む）

③ 株主数 1,370名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ア ポ ロ 635千株 44.89％

株 式 会 社 静 岡 銀 行 68 4.81

服 部 勝 也 65 4.64

山 本 衛 37 2.65

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 36 2.54

株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行 26 1.84

静 岡 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 25 1.81

Ｈ Ｋ Ｓ 従 業 員 持 株 会 24 1.75

柿 澤 宏 平 20 1.47

長 谷 川 和 代 17 1.27

（注）持株比率は自己株式（185,100株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付

された新株予約権の状況

該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

① 取締役および監査役の状況（2025年８月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 水 口 大 輔

HKS EUROPE LIMITED取締役社長
艾馳楷時(上海)汽車科技有限公司董事長
HKS USA, INC.取締役社長
株式会社エッチ・ケー・エス テクニカルファクトリー
代表取締役社長
日生工業株式会社代表取締役社長

取 締 役 坂 詰 達 也 営業部長

取 締 役 天 野 健太郎
製造部長兼資材管理部長
HKS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長

取 締 役 長谷川 和 代 社長室長

取 締 役 木 本 慎 也 管理部長兼財務部長

取 締 役 車 田 聡

常 勤 監 査 役 植 松 敏 光

監 査 役 河 野 誠
河野法律事務所所長
株式会社清水銀行取締役

監 査 役 塩 川 修 治 TMI総合法律事務所顧問弁理士

（注）１．取締役 車田聡氏は社外取締役であります。

２．常勤監査役 植松敏光氏、監査役 河野誠氏、塩川修治氏は社外監査役であります。

３．常勤監査役 植松敏光氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。

４．取締役 車田聡氏、常勤監査役 植松敏光氏、監査役 河野誠氏および監査役 塩川修治氏は東

京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり

ます。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および各社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

なお、当契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める

最低責任限度額となっております。
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③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の全

ての役員であり、保険契約の期間中に新たに選任された役員を含みます。被保

険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執

行に関し保険期間中に提訴された損害賠償請求（株主代表訴訟を含む。）に起因

して、被保険者が被る損害が補填されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被

保険者の背信行為もしくは犯罪行為または故意による法令違反等の場合には補

填の対象としないこととしております。

④ 取締役および監査役の報酬等

イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役の報酬等の額およびその算定方法の決

定方針を決議しております。

当社の取締役の報酬等は、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて、経

済情勢、経営環境、市場水準および従業員給与とのバランス等を総合的に勘

案して決定された毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、内規に基づき決定

された、在任中の労に報いるために退任後に支払う退職慰労金により構成さ

れております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、

報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿

うものであるか評価し、決定するものとしており、取締役の個人別の報酬等

の決定にあたっては当該手続を経ていることから、取締役会はその内容が決

定方針に沿うものであると判断しております。

ロ．取締役および監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の金銭報酬の額は、1996年11月26日開催の定時株主総会におい

て年額204百万円以内（ただし、使用人給与は含まない。）と決議しておりま

す。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は７名であります。

当社監査役の金銭報酬の額は、1996年11月26日開催の定時株主総会におい

て年額36百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査

役の員数は２名であります。なお、各監査役の報酬は、報酬限度額の範囲内

で、監査役の協議により決定しております。

― 19 ―

2025年10月23日 11時09分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



ハ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社は、個人別の報酬額につきましては取締役会決議に基づき代表取締役

社長の水口大輔が委任を受けて決定しております。代表取締役社長に一任し

た理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰的に見たうえで、各取締役の責任

や役割等の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したため

であります。

ニ．取締役および監査役の報酬等の総額

役員区分
報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額

(百万円) 対象となる

役員の員数
固定報酬 退職慰労金

取締役

(うち社外取締役)

41

（6）

34

（5）

7

（0）

６名

（１名）

監査役

(うち社外監査役)

7

（7）

6

（6）

1

（1）

３名

（３名）

（注）１. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
２．業績連動報酬等および非金銭報酬等の支給はありません。

⑤ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

・監査役 河野誠氏が所長を務める河野法律事務所と当社との間に、顧問契

約を締結しております。また、同氏は、株式会社清水銀行の取締役であ

り、同行と当社との間には取引関係はありません。

・監査役 塩川修治氏が顧問弁理士を務めるＴＭＩ総合法律事務所と当社の

間に、知的財産に関する業務委託取引があります。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

主な活動状況および社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 車 田 聡

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。長年

にわたり自動車関連企業の経営に関与された豊富な経験と見識に基づ

き、議案審議に必要な発言を適宜行っております。

常 勤
監査役

植 松 敏 光

当事業年度に開催された取締役会16回の全て、および監査役会12回の全
てに出席いたしました。企業経営に関しての幅広い経験から、取締役会
および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言
を行っております。

監査役 河 野 誠

当事業年度に開催された取締役会16回の全て、および監査役会12回の全
てに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から、取締役会
および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言
を行っております。

監査役 塩 川 修 治

当事業年度に開催された取締役会16回の全て、および監査役会12回の全
てに出席いたしました。弁理士事務所の経営者として企業経営に関して
の幅広い経験から、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するため助言・提言を行っております。

(4) 会計監査人の状況

① 名称 芙蓉監査法人

② 報酬等の額

支 払 額

イ．会計監査人の報酬等の額 20百万円

ロ．会社および子会社が支払うべき金銭等の合計額 20百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記イ.の金額

にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算

出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等

の額について同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項に定める項目に該当すると認

められる場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認めら

れる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議

案の内容を決定いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

・取締役および使用人は、「倫理行動規範」に定める行動基準にしたがって、法

令・定款を遵守して職務を執行する。

・取締役会は、事業活動に係る法規制等を遵守するために必要な組織・体制を整

備して、当社グループにおけるコンプライアンスを推進する。

・取締役は、事業活動の遂行に関連して、重大な法令・定款に違反する恐れのあ

る事実を発見した場合には、速やかに取締役会に報告する。

・内部監査人は、当社および子会社の業務監査を行い、業務プロセスの有効性・

適切性を監査するとともに、コンプライアンスの状況を監査し、代表取締役に

報告する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る文書等の情報については、法令および社内規程に基づ

いて、適切に保存・管理する。

・取締役および監査役は、取締役の職務の執行状況を確認するため、前項の文書

等の情報をいつでも閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社を取り巻く各種のリスクに機動的に対応するため、コンプライアンス、企

業倫理、ＩＲ、環境保護をはじめとする企業の社会的責任全般について統括す

る組織として、ＣＳＲ委員会を設置する。

・取締役は、職務執行の過程で発生するリスクについて、業務部門ごとにリスク

管理体制を整備し、損失の早期発見と未然防止を図る。

・突発的な災害については、代表取締役を本部長とする災害対策本部を設置し、

迅速かつ機動的な対応を行うことにより、損失の拡大を防止する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、取締役の職務分担を明確にするとともに、責任と権限が明確な体

制・規程を整備する。

・毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、

事業活動に係る重要事項の決定および取締役の職務の執行状況の報告を行う。

・取締役会は経営計画を策定して全社的な目標設定を行い、定時取締役会におい

て、目標達成に向けた取締役の職務の執行状況を確認することにより、経営環

境の変化に対応した迅速な意思決定を行う。
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⑤ 当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための

体制

・当社は、子会社の経営の自主性・独立性を尊重するとともに、当社グループ全

体の経営の効率的な運営と適法かつ適正な業務を遂行するための指導・支援を

行う。

・子会社の取締役または監査役のうち１名以上は当社の取締役または使用人を選

任し、子会社における職務執行の監督または監査を行う。

・子会社は、当社と定期的に会議を開催し、当社グループに影響を及ぼす重要な

経営事項について報告および協議を行う。

・当社の監査役および内部監査人は、子会社の業務執行の適法性ならびに業務プ

ロセスが適正であるかを確認するため、必要に応じて子会社の調査を行い、ま

たは報告を求めることができる。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項および取締役からの独立性に関する事項

・監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、監査役

会と協議の上、必要な人員を配置する。

・監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、取締役からの独立性を確保

するため、当該使用人の人事異動および人事考課は、監査役会と協議して決定

する。

⑦ 監査役に報告するための体制およびその他監査役の監査が実効的に行われる

ことを確保するための体制

・毎月１回開催される取締役会に原則として監査役全員が出席するとともに、常

勤監査役は取締役会および会社の重要な意思決定を審議する各種会議に出席

し、業務の執行が適正に行われているかを監視する。

・取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、または発生

する恐れがある事実や、取締役および使用人による重大な違法または不正な行

為があることを知った場合には、速やかに監査役に報告する。

・監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その他の

不利益な取扱いは行わない。

・監査の実施のために必要な費用については、当社が負担する。

・監査役および内部監査人は、監査役会で決定した年度監査計画に基づいた業務

監査を連携して行うとともに、必要に応じて随時情報の交換を行うことにより

相互の連携を高める。

・内部監査人は、監査役から請求があった場合には、監査報告書を提出し、また

必要に応じて説明を行う。
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⑧ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、以下の取組みを

行っております。

・内部統制システムの整備および運用状況のモニタリングを実施し、取締役会に

その内容を報告しております。当期においては、重大な欠陥や不備は存在しな

いことを確認しております。

・毎月開催される取締役会において、経営課題の把握と対応方針、各種リスクが

顕在化した場合の解決策について討議を行うとともに、情報の共有化を図って

おります。

・監査役は、取締役会のほか社内の重要会議に出席し、取締役および従業員から

直接業務執行の状況について聴取を行い、業務執行の状況およびコンプライア

ンスに関する問題点の把握に努めております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年８月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 (6,985,858) 流 動 負 債

支 払 手 形 及 び 買 掛 金

電 子 記 録 債 務

短 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

製 品 補 償 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

退 職 給 付 に 係 る 負 債

(1,845,446)

288,531

353,574

367,176

1,030

56,035

110,621

8,683

659,792

(737,336)

168,648

64,800

503,888

現 金 及 び 預 金 2,002,252

電 子 記 録 債 権 29,671

売 掛 金 1,009,512

有 価 証 券 499,568

製 品 2,021,594

仕 掛 品 351,974

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 873,873

そ の 他 200,680

貸 倒 引 当 金 △3,268

固 定 資 産 (6,247,849)

有 形 固 定 資 産 (5,114,352)

建 物 及 び 構 築 物 1,615,033

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 1,178,062

土 地 2,069,719 負 債 合 計 2,582,782

リ ー ス 資 産 1,272 純 資 産 の 部

建 設 仮 勘 定 103,595 株 主 資 本 (10,286,078)

そ の 他 146,669 資 本 金 878,750

無 形 固 定 資 産 (107,223) 資 本 剰 余 金 993,088

そ の 他 107,223 利 益 剰 余 金 8,765,326

投 資 そ の 他 の 資 産 (1,026,273) 自 己 株 式 △351,086

投 資 有 価 証 券 671,450 その他の包括利益累計額 (364,846)

長 期 貸 付 金 4,000 その他有価証券評価差額金 165,061

繰 延 税 金 資 産 221,693 為 替 換 算 調 整 勘 定 199,785

そ の 他 129,148

貸 倒 引 当 金 △19 純 資 産 合 計 10,650,925

資 産 合 計 13,233,708 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,233,708
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連 結 損 益 計 算 書

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,976,620

売 上 原 価 5,359,498

売 上 総 利 益 3,617,121

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,222,313

営 業 利 益 394,807

営 業 外 収 益 67,922

受 取 利 息 配 当 金 23,432

為 替 差 益 17,519

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 3,773

ス ク ラ ッ プ 売 却 益 10,434

そ の 他 12,762

営 業 外 費 用 5,128

支 払 利 息 3,571

そ の 他 1,556

経 常 利 益 457,602

特 別 利 益 72,349

固 定 資 産 売 却 益 14,626

製 品 補 償 引 当 金 戻 入 益 57,723

特 別 損 失 19,689

固 定 資 産 除 却 損 9,559

解 約 違 約 金 10,129

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 510,263

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 136,163

法 人 税 等 調 整 額 12,656 148,819

当 期 純 利 益 361,443

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 361,443
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連結株主資本等変動計算書

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2024 年 ９ 月 １ 日 残 高 878,750 993,088 8,495,851 △351,086 10,016,603

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △91,968 △91,968

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

361,443 361,443

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度中の変動額(純額)

当連結会計年度中の変動額合計 ― ― 269,475 ― 269,475

2025 年 ８ 月 31 日 残 高 878,750 993,088 8,765,326 △351,086 10,286,078

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券

評価差額金
為替換算調整勘定

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

2024 年 ９ 月 １ 日 残 高 99,983 201,727 301,711 10,318,315

当連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △91,968

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

361,443

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度中の変動額(純額)

65,078 △1,942 63,135 63,135

当連結会計年度中の変動額合計 65,078 △1,942 63,135 332,610

2025 年 ８ 月 31 日 残 高 165,061 199,785 364,846 10,650,925
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連結計算書類の連結注記表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数 ６社

・連結子会社の名称 HKS EUROPE LIMITED

HKS(THAILAND)CO.,LTD.

艾馳楷時(上海)汽車科技有限公司

HKS USA, INC.

日生工業株式会社

株式会社エッチ･ケー･エス テクニカルファクトリー

HKS-IT Co.,Ltd.は、2025年１月よりHKS(THAILAND)CO.,LTD.に社名変更しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社等の状況

・持分法適用の非連結子会社または関連会社数 ０社

(2) 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況

・主要な会社等の名称 株式会社エッチ・ケー・エス 九州サービス

・持分法を適用しない理由 持分法非適用会社は、当期純損益および利益剰余金に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、艾馳楷時(上海)汽車科技有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算

書類の作成に当たっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

なお、その他の連結子会社の決算日は６月30日であります。連結計算書類の作成に当たっては同

決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引は、連結上必要な調整を行

っております。
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４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)

その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産

製品、原材料および仕掛品 主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 当社および国内連結子会社は主として定率法（ただし、1998

年９月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）なら

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築

物については定額法）を採用し、海外子会社は定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は、建物及び構築物３～50年、機械装置

及び運搬具２～15年であります。

② 無形固定資産 ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ソフトウェア（市場販売目的）については、見込販売数量に

基づく償却額と３年を限度とする残存有効期間に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用

しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しており

ます。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上して

おります。

④ 製品補償引当金

今後必要と見込まれる補償費の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算出した金額を

計上しております。
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（4) 重要な収益および費用の計上基準

① 製品

自動車等の関連部品事業においては、マフラー、電子、ターボチャージャー、サスペンショ

ン、冷熱、エンジン部品等の製造および販売を行っております。また、その他の事業において

は、主に軽量小型飛行機用エンジン部品の販売を行っております。

これらの製品の販売については、製品を顧客に引き渡すことを履行義務として識別してお

り、原則として、製品を引き渡した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し履行義務が充

足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

国内販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期

間であるため、原則として出荷時に収益を認識しております。

輸出販売については、インコタームズ等に定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に

移転する時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから履行義務が充足され

ると判断し、当該時点で収益を認識しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要

な金融要素は含まれておりません。

有償受給取引については、顧客から購入した原材料等の支払いは、顧客に支払われる対価に

該当するものと判断し、当該金額を取引価額から減額した額を収益として認識しております。

② 研究開発受託

自動車等の関連部品事業においては、顧客との契約に基づき、研究開発業務の受託を行って

おります。

当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、期間がごく短い

契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しており

ます。

なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主に見積工事総原価に対する実際原

価の割合(インプット法)で算出しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要

な金融要素は含まれておりません。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

当社および一部の国内連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職

給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま

す。

(6) 重要な外貨建ての資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建て金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

なお、在外子会社等の資産および負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
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【会計上の見積りに関する注記】

会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しており

ます。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会

計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

棚卸資産の評価の妥当性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

棚卸資産 3,247,442千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社および一部の連結子会社が保有する棚卸資産は主として移動平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）により評価しております

が、過去の販売実績、使用実績等により、収益性の低下が認められる棚卸資産および一定期間

を超えて滞留する棚卸資産を抽出し、過去の販売実績、受注状況、新商品との取替等を踏まえ

て将来の販売見込みを評価し、帳簿価額の切り下げを行っております。

これらの見積りは将来の不確実な経済状況の影響を受ける可能性があり、実際の販売実績が

見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性がありま

す。

【連結貸借対照表に関する注記】

１．担保に供している資産

担保に供している資産およびこれに対応する債務は次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

科目 工場財団 その他

建物及び構築物 588,689千円 1,536千円

機械装置及び運搬具 3,125 ―

土地 1,411,546 79,125

有形固定資産その他 0 ―

合計 2,003,361千円 81,261千円

(2) 上記に対応する債務

科目 金額

短期借入金 241,772千円

長期借入金 121,230

合計 363,002千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 11,478,780千円
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

１．発行済株式の種類および総数に関する事項 （単位：株）

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普 通 株 式 1,600,000 ― ― 1,600,000

２．自己株式の種類および株式数に関する事項 （単位：株）

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普 通 株 式 185,100 ― ― 185,100

３．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2024年11月28日
定 時 株 主 総 会

普通株式 91,968 65 2024年８月31日 2024年11月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類
配 当 金 の

総額(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2025年11月27日
定 時 株 主 総 会

普通株式 91,968 利益剰余金 65 2025 年 ８ 月 31 日 2025 年 11 月 28 日
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【金融商品に関する注記】

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金は主に銀行借入により調達する方針で

あります。また、資金運用については安全性の高い金融資産等で運用しております。また、デリ

バティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である電子記録債権および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、

海外向けの売上によって発生する外貨建て営業債権は為替の変動リスクに晒されております。有

価証券は、満期保有目的の債券であり、安全性の高い金融商品に限定しており、リスクは僅少で

あります。

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および取引先企業との業務等に関連する株式であ

り、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、すべて３ヶ月以内の支払期日で

あります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。借入金は主

に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後５年であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は営業債権について、取引先ごとに与信枠の設定を行い、期日および残高を管理し、回

収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し

て、必要に応じて為替予約を利用してヘッジをする方針であります。投資有価証券について

は、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を

勘案して保有状況を継続的に見直しております。

また、当社は借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、主に固定金利を利用し

ております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ

スクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 799,083 794,767 △4,315

その他有価証券 371,936 371,936 ―

資産計 1,171,019 1,166,703 △4,315

長期借入金 168,648 166,559 △2,088

負債計 166,648 166,559 △2,088

(注）現金及び預金、電子記録債権、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務および短期借入金

は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま

す。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算

定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 371,936 ― ― 371,936

資産計 371,936 ― ― 371,936
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(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 ― 497,080 297,687 794,767

資産計 ― 497,080 297,687 794,767

長期借入金 ― 166,559 ― 166,559

負債計 ― 166,559 ― 166,559

(注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券は、上場株式であり、相場価格により評価しており、活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル1の時価に分類しています。満期保有目的の債券は、取引金融機関から提

示された価格により評価しており、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル3の

時価に、そうでない場合にはレベル2の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間および信用リスクを加味した利率

を基に、割引現在価値法により算出しており、レベル２の時価に分類しております。
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【収益認識に関する注記】

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

至 2025年８月31日)

アフターパーツ売上 7,373,350

受託売上 1,602,198

その他売上 1,071

顧客との契約から生じる収益 8,976,620

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 8,976,620

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表「【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】４．会計方針

に関する事項 (4) 重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益を理解するための情報

(1) 契約資産および契約負債の残高等

契約資産は、一定の期間にわたって履行義務が充足されると判断した契約について、履行義務

の充足に係る進捗度に基づき認識された収益の対価に対する権利であります。

契約負債59,676千円は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であります。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた額は、

72,554千円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

すべて当初の予想期間が1年以内の契約であるため、実務上の便法を適用し、記載を省略して

おります。

【１株当たり情報に関する注記】

１．１株当たり純資産額 7,527円68銭

２．１株当たり当期純利益 255円45銭
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貸 借 対 照 表
（2025年８月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 (6,231,356) 流 動 負 債

支 払 手 形

電 子 記 録 債 務

買 掛 金

短 期 借 入 金

１年内返済予定長期借入金

リ ー ス 債 務

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

契 約 負 債

預 り 金

賞 与 引 当 金

製 品 補 償 引 当 金

固 定 負 債

長 期 借 入 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

(1,605,085)

7,729

353,574

229,410

100,000

241,772

1,030

273,960

29,009

46,155

25,948

25,579

177,136

85,093

8,683

(679,418)

121,230

503,888

54,300

現 金 及 び 預 金 1,237,812

電 子 記 録 債 権 11,100

売 掛 金 1,446,019

有 価 証 券 499,568

製 品 1,547,506

仕 掛 品 249,678

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 792,189

前 払 費 用 62,101

関 係 会 社 短 期 貸 付 金 304,251

未 収 入 金 41,832

そ の 他 41,174

貸 倒 引 当 金 △1,877

固 定 資 産 (5,549,946)

有 形 固 定 資 産 (3,699,357)

建 物 815,267

構 築 物 163,396

機 械 装 置 674,936

車 両 運 搬 具 88,611

工 具 器 具 備 品 96,525

土 地 1,758,572

リ ー ス 資 産 1,272 負 債 合 計 2,284,503

建 設 仮 勘 定 100,775 純 資 産 の 部

そ の 他 0 株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

固定資産圧縮積立金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

(9,333,518)

(878,750)

(963,000)

963,000

(7,842,854)

87,690

(7,755,164)

13,010

5,439,000

2,303,153

(△351,086)

(163,280)

163,280

無 形 固 定 資 産 (85,431)

ソ フ ト ウ ェ ア 72,317

電 話 加 入 権 12,646

そ の 他 468

投 資 そ の 他 の 資 産 (1,765,156)

投 資 有 価 証 券 656,661

関 係 会 社 株 式 896,915

長 期 貸 付 金 4,000

破 産 債 権 等 0

長 期 前 払 費 用 13,766

繰 延 税 金 資 産 158,405

そ の 他 35,426

貸 倒 引 当 金 △19 純 資 産 合 計 9,496,798

資 産 合 計 11,781,302 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,781,302
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損 益 計 算 書

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,008,332

売 上 原 価 4,080,191

売 上 総 利 益 2,928,140

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,755,456

営 業 利 益 172,683

営 業 外 収 益 142,791

受 取 利 息 配 当 金 86,564

有 価 証 券 利 息 4,880

為 替 差 益 25,279

受 取 賃 貸 料 4,092

受 取 事 務 手 数 料 5,349

ス ク ラ ッ プ 売 却 益 9,121

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 3,338

雑 収 入 4,166

営 業 外 費 用 3,432

支 払 利 息 3,106

雑 損 失 326

経 常 利 益 312,042

特 別 利 益 69,346

固 定 資 産 売 却 益 11,623

製 品 補 償 引 当 金 戻 入 益 57,723

特 別 損 失 19,247

固 定 資 産 除 却 損 9,118

解 約 違 約 金 10,129

税 引 前 当 期 純 利 益 362,142

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 99,497

法 人 税 等 調 整 額 △921 98,575

当 期 純 利 益 263,566
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株主資本等変動計算書

（2024年９月１日から
2025年８月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金

合 計固 定 資 産
圧縮積立金

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

2024 年 ９ 月 １ 日 残 高 878,750 963,000 963,000 78,493 21,393 5,439,000 2,132,370 7,671,256

当 事 業 年 度 中 の 変 動 額

利 益 準 備 金 の 積 立 9,196 △9,196 ―

剰 余 金 の 配 当 △91,968 △91,968

固 定 資 産 圧 縮 積 立
金 の 取 崩

△8,382 8,382 ―

当 期 純 利 益 263,566 263,566

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額(純額)

当事業年度中の変動額合計 ― ― ― 9,196 △8,382 ― 170,783 171,597

2025 年 ８ 月 31 日 残 高 878,750 963,000 963,000 87,690 13,010 5,439,000 2,303,153 7,842,854

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2024 年 ９ 月 １ 日 残 高 △351,086 9,161,920 96,081 96,081 9,258,001

当 事 業 年 度 中 の 変 動 額

利 益 準 備 金 の 積 立 ― ―

剰 余 金 の 配 当 △91,968 △91,968

固 定 資 産 圧 縮 積 立
金 の 取 崩

― ―

当 期 純 利 益 263,566 263,566

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額(純額)

67,199 67,199 67,199

当事業年度中の変動額合計 ― 171,597 67,199 67,199 238,797

2025 年 ８ 月 31 日 残 高 △351,086 9,333,518 163,280 163,280 9,496,798
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計算書類の個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１．資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券

① 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)

② 子会社株式および

関連会社株式

移動平均法による原価法

③ その他有価証券

市場価格のない株式等以外

のもの

時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産

① 製品、原材料および仕掛品 移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

② 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法（ただし、1998年９月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備および構築物については定額法）を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は、建物３～38年、構築物３～50年、機

械装置２～15年、車両運搬具２～７年、工具器具備品２～20

年であります。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

ソフトウェア（市場販売目的）については、見込販売数量に

基づく償却額と３年を限度とする残存有効期間に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用

しております。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し

ております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しておりま

す。

(5) 製品補償引当金

今後必要と見込まれる補償費の支出に備えるため、その発生予測に基づいて算出した金額を計

上しております。

４．収益および費用の計上基準

(1) 製品

自動車等の関連部品事業においては、マフラー、電子、ターボチャージャー、サスペンショ

ン、冷熱、エンジン部品等の製造および販売を行っております。また、その他の事業において

は、主に軽量小型飛行機用エンジン部品の販売を行っております。

これらの製品の販売については、製品を顧客に引き渡すことを履行義務として識別しており、

原則として、製品を引き渡した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転し履行義務が充足され

ると判断し、当該時点で収益を認識しております。

国内販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間

であるため、原則として出荷時に収益を認識しております。

輸出販売については、インコタームズ等に定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移

転する時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得することから履行義務が充足されると

判断し、当該時点で収益を認識しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な

金融要素は含まれておりません。

有償受給取引については、顧客から購入した原材料等の支払いは、顧客に支払われる対価に該

当するものと判断し、当該金額を取引価額から減額した額を収益として認識しております。

(2) 研究開発受託

自動車等の関連部品事業においては、顧客との契約に基づき、研究開発業務の受託を行ってお

ります。

当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、期間がごく短い契

約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しておりま

す。

なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主に見積工事総原価に対する実際原価

の割合(インプット法)で算出しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な

金融要素は含まれておりません。

５．外貨建ての資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建て金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。
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【会計上の見積りに関する注記】

会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しておりま

す。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書

類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。

棚卸資産の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

棚卸資産 2,589,374千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

棚卸資産は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）により評価しておりますが、過去の販売実績、使用実績等により、収益性の低下

が認められる棚卸資産および一定期間を超えて滞留する棚卸資産を抽出し、過去の販売実績、受

注状況、新商品との取替等を踏まえて将来の販売見込みを評価し、帳簿価額の切り下げを行って

おります。

これらの見積りは将来の不確実な経済状況の影響を受ける可能性があり、実際の販売実績が見

積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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【貸借対照表に関する注記】

１．担保に供している資産

担保に供している資産およびこれに対応する債務は次のとおりであります。

(1) 担保に供している資産

科目 工場財団 その他

建物 472,270千円 1,536千円

構築物 116,418 ―

機械装置 3,125 ―

工具器具備品 0 ―

土地 1,411,546 79,725

合計 2,003,361千円 81,261千円

(2) 上記に対応する債務

科目 金額

１年内返済予定長期借入金 241,772千円

長期借入金 121,230

合計 363,002千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 9,273,775千円

３．関係会社に対する金銭債権および金銭債務(区分掲記したものは除く）

短期金銭債権 646,247千円

短期金銭債務 46,915

【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

売上高 486,173千円

仕入高 128,019

その他の営業取引 220,129

営業取引以外の取引高 88,281

【株主資本等変動計算書に関する注記】

自己株式の種類および株式数に関する事項 （単位：株）

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 185,100 ― ― 185,100
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【税効果会計に関する注記】

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 4,934千円

貸倒引当金 575

賞与引当金 25,831

退職給付引当金 157,468

役員退職慰労引当金 16,969

棚卸資産 35,610

一括償却資産 5,171

関係会社株式評価損 16,254

投資有価証券評価損 1,850

製品補償引当金 2,636

減損損失 7,230

未払金 2,222

その他 7,427

繰延税金資産小計 284,182

評価性引当額 △45,886

繰延税金資産合計 238,295

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 5,672千円

その他有価証券評価差額金 74,218

繰延税金負債合計 79,890

繰延税金資産純額 158,405

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.36％

（調整）

住民税均等割 0.51

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.16

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.73

評価性引当額 0.67

試験研究費等の税額控除 △1.86

留保金課税 0.90

外国源泉税 1.58

税率変更の影響 △1.26

その他 △0.11

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.22
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【関連当事者との取引に関する注記】

子会社等

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)

割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円）

子会社

艾馳楷時(上

海)汽車科技

有限公司

所有
直接100.0％

当社製品の販売

役 員 の 兼 任

製品の販売

およびロイ

ヤリティ収

入(注１)

205,152 売 掛 金 420,558

HKS(THAILAND)

CO.,LTD.

(注２）

所有
直接100.0％

当社製品の販売
資金の貸付
役員の兼任

製品の販売

およびロイ

ヤリティ収

入(注１)

47,291 売 掛 金 148,425

資金の回収
(注３)

56,940
関係会社
短期貸付金

175,175

利息の受取り

(注４)
12,239

そ の 他
（流動資産）

6,574

（注）１．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、協議の上で決定

しております。また、ロイヤリティについては、両者が協議して決定した契約上の料率に基

づき受け取っております。

２．HKS-IT Co.,Ltd.は2025年1月よりHKS(THAILAND)CO.,LTD.に社名変更しております。

３．資金の貸付については、短期での反復取引のため、取引金額は当事業年度における純増減

金額を掲載しております。

４．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

【収益認識に関する注記】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

個別注記表「【重要な会計方針に係る事項に関する注記】４．収益および費用の計上基準」に記載

のとおりであります。

【１株当たり情報に関する注記】

１．１株当たり純資産額 6,711円99銭

２．１株当たり当期純利益 186円27銭

以上
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年10月20日

株式会社エッチ・ケー・エス
取 締 役 会 御 中

芙蓉監査法人
静岡県静岡市

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴木 潤

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴木 岳

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社エッチ・ケー・エスの2024年９月

１日から2025年８月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社エッチ・ケー・エス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年10月20日

株式会社エッチ・ケー・エス
取 締 役 会 御 中

芙蓉監査法人
静岡県静岡市

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴木 潤

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 鈴木 岳

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社エッチ・ケー・エスの2024

年９月１日から2025年8月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年９月１日から2025年８月31日までの第52期事業年度における取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の

環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な

事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会

社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業

の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた

めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）

について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた

めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま

した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す

べき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人芙蓉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人芙蓉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年10月24日
株式会社エッチ・ケー・エス 監査役会

常勤監査役 植 松 敏 光 ㊞

監 査 役 河 野 誠 ㊞

監 査 役 塩 川 修 治 ㊞
（注）監査役 植松敏光、河野誠及び塩川修治は、社外監査役であります。

以 上
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至 精進湖・河口湖ＩＣ
朝霧高原

至 白糸滝

至 朝霧高原

セブンイレブン

至 ＪＲ富士宮駅 至 富士ＩＣ

上井出ＩＣ
(白糸滝南口)

㈱エッチ・ケー・エス
富士宮工場

㈱エッチ・ケー・エス
本社工場

至 Ｇ８富士
カントリークラブ

ＨＫＳ看板あり

至 富士山スカイライン

アマダ

Ｒ139
(富士宮バイパス)

出光

株主総会会場ご案内図

会場：静岡県富士宮市北山7181番地

株式会社エッチ・ケー・エス 本社工場４号棟３階会議室

TEL 0544－29－1111

・交通

ＪＲ身延線 富士宮駅下車 タクシーにて約25分

ＪＲ東海道新幹線 新富士駅下車 タクシーにて約45分

東名高速道路 富士ＩＣより

西富士道路経由～富士宮バイパス上井出ＩＣ下車 約30分

新東名高速道路 新富士ＩＣより

西富士道路経由～富士宮バイパス上井出ＩＣ下車 約25分
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